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新型コロナウィルス感染拡大防止のための  

臨時休業期間の延長のお知らせ 

 

一昨日の 4 月 28 日(火)の兵庫県の新型コロナウィルス感染症に係る対処方針で、県立学校における臨時休

業期間の延長が 5月 31日(日)までと決定しました。その決定及び要請を受け、朝来市の対処方針として、同

様に 5 月 31 日(日)までの臨時休業延長が決定しました。なお、国の非常事態宣言についても 5 月 31日(日)ま

で延長されるとの報道もされています。子どもたちはもちろんのこと、家族・地域の皆さんの「いのち」を

守るための臨時休業期間延長となります。長い休業期間となりますが、引き続き下記の点に留意していただ

き、竹田っこの見守りをよろしくお願い申し上げます。 

 

〇留意事項  

 ・健康、安全な生活に留意させましょう。 

・「早寝・早起き・朝ごはん」。規則正しい生活を送らせましょう。 

・不要不急の外出を避けさせましょう。 

・「３つの密 (密着・密接・密室)」を避けさせましょう。 

・家庭の一員としての役割（仕事）をさせましょう。 

・家庭学習、自主学習、読書に取り組ませましょう。（ｅ-ライブラリーや各学年ブログの活用） 

・体力づくりに取り組ませましょう。(なわとび、筋トレ、ストレッチ、ジョギングなど) 

・ネットやゲーム、テレビ視聴など時間を決めて守らせましょう。 

  

※毎日、朝の検温、健康観察をお願いいたします。 

発熱や風邪症状、感染症等の診断を受けた場合は小学校にご連絡をお願いいたします。     

竹田小学校 ０７９－６７４－２６４４ 

 

※学校からの連絡につきましては、本校Ｗｅｂページ「学校からの便り」を見てください。 

(必要に応じ一斉メールも使用します。)  http://www.asago-city.ed.jp/takeda-es/ 

 

〇新たな健康観察カード、マスク、学習課題等の配布について 

※ 5 月 7 日(木)及び 5 月 8 日(金) ８：００～１６：３０ 

・児童の下駄箱活用による、配布といたします。 

・2 日間のどの時間でも結構です。 

     

※取りに来られた際に、終わっている課題の提出をお願いいたします。 

 


